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今治城

はじめに
当市は、愛媛県の北東部・瀬戸内海のほぼ

中央部に位置し、高縄半島と、芸予諸島にまた
がっており、中心市街地がある平野部や、緑豊
かな山間部、そして、瀬戸内しまなみ海道、安
芸灘とびしま海道が架かる世界有数の多島美を
誇る島しょ部からなる変化に富んだ地勢となっ
ている。

また、造船・海運・舶用産業が集積する世界
に冠たる海事都市であり、日本一のタオル産地

であって、これら古い歴史を持つ地場の産業群
は立派な地域資源のみならず異彩を放つ観光資
源にもなっている。

消防本部の組織と予防体制
当消防本部は、職員数213人で１本部３消防

署５分署で組織されている。予防体制について
は、消防本部に予防課（予防係と危険物係）を置
き、消防同意、消防用設備等の審査・検査や違
反処理、危険物の許認可、火災調査・予防啓発
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など予防業務全般の事務を所掌している。各署
所には予防担当を配置していないが、警防隊員
も立入検査を行う査察員として積極的に予防業
務に従事している。

組織の課題と取組
違反対象物公表制度が始まった令和２年４

月時点では、特定防火対象物の重大違反件数約
40件、非特定防火対象物（以下「非特」という。）
の重大違反件数は約400件あり、管轄人口約14
万人の街にしては異例の多さであった。

このため、予防課内でまずは特定防火対象物
の重大違反を減らしていくことを目標に掲げ、
精力的に違反処理を進めていくことで公表件数
は大幅に減少したが、非特に関しては、各署所
での通知書による指導にとどまっていたので、な
かなか是正されないままであった。400件もの違
反処理を予防課だけで行うのは困難であるため、
各署所でも違反処理をできるように訴えていた
が、「違反処理は予防課がするもの」という認識
を変えることができずにいた。

このような状況の中、令和４年度より総務省
消防庁の「重大な消防法令違反対象物の措置状
況等に係る調査結果」においても管轄人口20万
人未満の消防本部が非特の重大違反件数が公表
されることになって、ようやく「組織全体で重大
違反の是正に取り組まないといけない」という意

識に変わり、各署所でも違反処理が行えるよう
に「査察専従員制度」を発足させた。

査察専従員制度と署での違反処理
⑴制度の概要

毎年各署所の消防司令補または消防士長の中
から査察専従員を選任し、その者が中心となり、
違反処理業務等を進めていく。警告までを各署
所で行い、命令からは予防課で行う。
⑵違反処理の進め方

違反処理を行う防火対象物の選定と、名宛人
の調査（法務局や市民課などの関係部署への公
的資料の取得など）は予防課で行い、上期・下
期に１件ずつ各署所ごとに割り振り、査察専従
員が中心となって立入検査を行う。立入検査後
は、予防課と各署所が共有している進捗管理表
で管理し、改修計画書が提出されなかったり、
改修期限が過ぎても是正されていなかったりす
る場合には、速やかに警告に移行する。
⑶制度の成果

令和４年６月より査察専従員制度を発足し、
これまでに各署所において約50件の非特の重大
違反の立入検査を行い９件警告、１件命令に移
行したが、現在は全て是正されている。

また、査察専従員には、当消防本部による査
察専従員研修やこの後紹介する愛媛県消防長会
主催の違反是正研修会にも参加してもらってい

違反処理フロー （非特重大違反）
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るが、近年では、査察専従員以外の若手職員や
ベテラン職員から「研修会に参加させてほしい」
という要望が増えており、職員の意識の変化を
感じている。

愛媛県違反是正支援アドバイザー制度を活用
した取組

愛媛県消防長会では、違反是正事例研究会の
ほかに、東予地区・中予地区・南予地区の３ブ
ロックに分かれて「違反是正研修会」を開催し、
各ブロックで消防本部が実際に行っている事案
を持ち寄り、是正に向けての課題や方策を検討
し、都道府県違反是正アドバイザーから助言を
受ける実践的な研修会を開催している。また、「違
反是正ホットライン」が開設されており、消防本
部が抱える悩みや案件を電話やメールで気軽に
アドバイザーに相談することができるようになっ
ている。

これらの取組により、違反是正の知識の向上
と共有化はもちろんのこと、消防本部ごとの垣
根をなくし「オール愛媛」で県内の違反の是正
と予防技術の向上に努めてくれていることに、
感謝を申しあげたい。

 　
妨害を受けながら行った違反処理事例
◯本事例の概要

自動火災報知設備（以下「自火報」という。）
の未設置違反及び防火管理者未選任違反の特
定用途防火対象物において、警告に向けた違反

調査の際に関係者（夫）から妨害を受けた。その
後、履行期限内に自火報は設置されるが、防火
管理者の未選任は是正されないことから命令に
移行する。再度妨害を受ける可能性があるので、
今治警察署の刑事課及び地域課の協力を得て、
命令書交付及び標識を設置する。命令後も是正
が進まなかったが、可能な手段を検討し、関係
者に対して様々な角度からアプローチを行い違
反是正に至った事例である。

◯違反対象物概要

◯指導経過
平成12年に消防検査、立入検査を実施。その

当時から、防火管理者未選任を指摘する立入検
査結果通知書を交付し、定期査察のたびに指導
を行う。その後、自火報の設置基準の改正があ
り、平成17年より自火報の未設置を指導する。
令和２年４月１日より公表制度が始まるが、是
正されないため違反処理に移行する。
◯妨害を受けた違反調査

令和３年６月14日、警告に向けた違反調査を
実施。Ａに質問をしようとすると、Ｂが「迷惑
やから帰れ！」と近づきながら職員の肩を押し
てくる。職員が話すと、「何でもええけん帰れ！」
とさらに強く押され、店から追い払われる。こ
れ以上は危険と判断し、違反調査を終了する。
◯警告書

【名宛人について】
Ａ：建物の所有者（建物の登記事項証明書より）

用　途 16項イ（物品販売店舗と住宅）

構造・規模 鉄骨造一部木造・２階建

延べ面積 533.06㎡

収容人員 33人

関係者
Ａ：建物の所有者
Ｂ：�店舗の経営者（個人経営）で

Ａの夫

違反条項

・消防法第８条第１項
　（防火管理者未選任）
・消防法第17条第１項
　（自火報未設置）

東予地区違反是正研修会
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Ｂ：�建物の占有者で店舗の経営者（Ａとの会話
の中でその旨を聴取済）

　�質問調書の作成への協力が得られなかった
ため、実況見分調書、平面図、公用資料（建
物登記簿・住民票）よりＡ・Ｂを名宛人と
して警告書を交付することにする。

【警告書交付】
Ａから「店を空けられないので消防には警告

書を取りにいけない」と言われ、現地にて予防課
長よりＡ及びＢに交付することになる。

交付日当日Ａは警告書を受け取り、受領書に
署名・押印をするが、Ｂは「置いとけ」と言い、
受領書への署名・押印は拒否した。
◯警告書交付後の経過
・�令和３年６月16日	 警告書交付
　 ▼自火報未設置（履行期限：R3.09.13）
　 ▼防火管理者未選任（履行期限：R3.10.31）
・�令和３年６月27日	 自火報の着工届出書提出
・�令和３年９月21日	 自火報設置に伴う消防検査
・�令和３年10月11日	 弁明の機会の付与の通知

書を簡易書留郵便にて送付
　※�行政手続法上必要ではないものの、当消防

本部では改修への意思や是正への意欲を確
認するために付与しているが、弁明書の提
出はなかった。

Ａとは防火管理講習の受講について電話で確
認していたが、「２日間店を空けるのが難しい」

「夫に消防の話をすると怒ってしまい受講させて
もらえない」という理由で話が進んでいなかった。
Ａには是正意思があり、防火管理講習を受講す
る以外の方法で何とかしたいと言い、売場面積
を縮小し収容人員30人未満にする方向で現地調
査をすることになる。ただし、Ｂがいると妨害を
受けるおそれがあり、Ａも「主人がいると前に向
かって進まない」と言うので、Ｂが店舗にいない
時間帯で調査をすることにする。
◯現場調査

Ｂは毎朝６時から市場に行っており、７時半
ぐらいまでは店に戻ってこないので、朝の７時前
から調査を実施する。実測した結果、店舗部分
を約９㎡縮小する必要があり、Ａは、Ｂに相談
してレイアウトの変更をすると言った。その後、
Ａに電話で確認すると、「Ｂに怖くて言い出せな
かった。売場部分の縮小は無理です。」といい、
命令に移行することを決定する。
◯命令書

【弁護士への相談】
警告書は２名に交付していたが、Ｂが管理権

原者にあたるという客観的資料がなく、Ａの供
述のみでＢにも命令して大丈夫なのか？という

早朝から現場調査をしている様子
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疑問が湧いた。そこで顧問弁護士へ確認してみ
ると、以下の助言を受けた。

〈弁〉物品販売を個人事業として行っており、法
人格がないことから、Ｂが責任者であること
を客観的に裏付ける証拠がない。Ａからの聞
き取り内容だけでは裏付け証拠として不十分
だと思われる。Ｂからも十分な聞き取り調査
ができない場合には、消防法第４条の報告徴
収命令をＡ及びＢに発令し、Ｂが責任者であ
るか文書で問い合わせるのがよい。

【報告徴収命令】
助言を受けて、Ａ及びＢに対して店の管理権

原について報告を求める。
・�令和３年11月４日　報告徴収書を簡易書留

にて郵送する。（報告期限：R3.11.19）
�結果的には、Ａからのみ報告書と「源泉所得
税納付書」が送られてくる。
�「源泉所得税納付書」が管理権原の証明にな
るのか？　税務署と弁護士に相談してみる。

〈税〉「源泉所得税納付書」は、税務署から記載
されている個人に対して送付している書類で、
当該書類に記載されている人の事業所内にお
ける地位を確認するための書類ではない。

〈弁〉税務署が回答しているとおり、この資料だ
けではＢが所得税を納税する義務があること
が分かるだけで、管理権原者であるかは分か
らない。
私個人としては、Ｂは違反を是正する意思が

無いだけでなく、是正の意思があるＡに対しても

妨害しており悪質性の高いＢにこそ命令するべ
きだと思ったが、顧問弁護士などの助言をもと
に、Ａにのみ命令することにする。

【違反調査】
Ａにのみ命令することになり、違反調査も前

回の現場調査同様、Ｂがいない早朝に実施する
ことになった。実況見分と質問調書も順調に終
わり、Ａに命令書の交付と標識の設置の話をす
ると、「標識の設置はＢが居る時にしてほしい。
居ない時に勝手に貼っていたら、私が怒られる」
と言い、命令書交付及び標識の設置は現地でＡ
とＢが居る時間帯にすることになった。

【警察への相談】
現地で標識を設置する際に、Ｂから妨害を受

けるおそれがあるので、刑事課へ同行依頼を行
う。当日は刑事２名、地域課職員３名が交付
の様子が見える位置で待機してくれることにな
る。さらに、ビデオ撮影をしておくようアドバ
イスがあったため、当日はビデオ撮影を行うこ
とにする。

【命令書交付】
命令書交付及び標識の設置に赴くと、タイミ

ングが悪いことにＢが屋外で作業をしていた。
Ａに交付する旨を伝えると、「何撮りよんぞ、お
前らしつこい」「邪魔やから帰れ」など、説明及
び受け渡しを拒否されＡに会わせてくれなかっ
た。撮影は中止し、命令書は受け取らないので
入口の隙間に差置き送達をする。標識の設置も
当然拒まれたが、こちらも粘り強く対応し、おそ
らく警察官が待機しているのに気づいたのもあっ
て、最終的には身体的な妨害を受けることはな
く、標識を貼って無事帰署することができた。
◯命令書交付後の動き
・令和４年２月４日　命令書交付
　 ▼防火管理者未選任（履行期限：R4.07.08）

命令書交付後は、催告書の送付やＡに電話で
防火管理講習の案内や進捗状況の確認をしてい
たが、「夫の承諾がないと２日間も店を空けられ
ない」「消防の話をしたら、ボコボコにされるか
も」といい、Ｂが障壁になって是正されないまま
だった。ただ、Ａとの会話で「自宅で動画を見

予防課と査察専従員が協力して標識を設置している様子
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て資格がもらえるなら」という話があり、オンラ
イン講習について調査を始める。

防火管理者新規講習のオンライン講習を独自
で行っている消防本部や民間業者へ話を聞きに
いったが、費用対効果などの点から断念した。
月日が経つ中、日本防火防災協会が完全オンラ
イン型の講習を開始したと聞き、早速Ａに電話
で案内をすると「是非受講します」という返事
があった。余談だが、Ａはネットや機械に疎く、
パソコンやスマホはおろか、クレジットカードも
持っておらず、オンライン受講のできる環境が
整っていなかったのである。そこからは、オンラ
イン型講習をスタートできる環境になるまで電
話や早朝に店に行ってアドバイスを行い、ようや
く令和７年４月のオンライン型講習に申し込む
ことができた。
◯是正とその後

令和７年５月２日、「無事オンライン講習を修
了できた」と連絡があり、後日修了証の写しと防
火管理者選任届出書が送られてきて命令解除に
至り、命令してから約３年ようやく是正された。

ただ、防火管理者の未選任違反の是正は選任
させることがゴールではない。重要なのはその後
の防火管理業務をしっかり行わせること。是正
後もＡには電話で、火気管理の徹底や消火器や
自火報の使い方について指導するとともに、非
協力的だったＢにも認識を改めて、一緒に訓練
をするよう伝えている。

最後に
査察専従員制度を発足してから、是正のス

ピードは大幅に上がり、職員の意識の変化をも
たらすことができたが、全国的に見ても重大違
反の件数はまだまだ多い。これから非協力的な
関係者や複雑な建物の是正を進めていくうえで、
消防だけの力では困難な場合もあるが、本事例
のように公的機関との協力・連携が大きな武器
になる。昨年から愛媛県建築士会今治支部や今
治地区消防設備保守協会とも連携しており、違
反是正に向けての輪を広げている。１日でも早
く、違反の多い街から脱却し、安心・安全な街
になるように日々予防行政を推進していきたい。

しまなみ海道


